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家
古
民
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献
曾
経
酒
史
的
一
考
察
凶

T
i
l特
に
元
朝
の
成
立
期
前
後
に
お
け
る
貨
幣
に
つ
い
て
|
|伊

藤

幸

蒙
古
て
は
、
一
冗
朝
が
成
立
し

τ、
始
め
て
貨
幣
が
出
現
し
た
と
一
一
日
わ
れ

A
c
つ
ま
り
、
そ
れ
抱
一
は
、
蒙
士
口
氏
族
回
有
白
遇
貨
は
左
か

っ
た
も
り
と
考
え

b
れ
て
い
仏
o

モ
れ
は
、
一
冗
朝
の
成
立
以
前
に
お
け
る
彼
等
の
経
済
が
、
自
給
経
済
て
あ
づ
た
と
考
え

b
れ
て
い
る
か
ら
J

し
あ
ろ
う
。

だ
が
、
彼
等
の
生
活
必
需
物
資
は
、
殆
ん
ど
彼
等
の
出
器
官
に
お
い
て
成
り
た
ん

J

。
出
衣
替
は
水
草
ヤ
白
黒
候
た
ど
の
自
然
白
制
約
を
受
け

る
ロ
と
こ
ろ
が
、
自
然
は
気
ま
ぐ
れ
で
あ
一
る
。
必
ず
し
も
好
意
の
み
を
示
さ
な
か
っ
た
o

例
え
ば
、
漢
書
、
旬
奴
停
に
、
「
共
冬
旬
奴

大
雨
雲
、
畜
多
飢
装
死
云
々
」
と
あ
る
。
己
白
様
た
場
合
に
は
、
生
活
必
需
物
資
は
快
乏
す
る
。
生
活
必
需
物
資
が
依
乏
す
れ
ば
、
自

給
経
済
の
基
礎
は
崩
れ
る
。
だ
か

b
、
自
給
経
済
を
維
持
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

の

更
に
、
又
、
彼
等
の
生
業
は
、
遊
牧
由
一
態
を
と
コ
て
H
る
。
だ
か
ら
、
他
。
集
圏
に
接
悩
す
る
機
舎
は
多
い
。
と
こ
ろ
が
、
他
白
集

固
と
接
鏑
す
る
こ
と
は
、
交
換
す
る
機
曾
を
も
っ
己
と
に
も
な
る
。
従
ヲ

τ、
彼
等
は
交
換
す
る
機
曾
に
恵
士
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。



つ
ま
り
、
交
換
経
済
に
移
り
易
か
っ
た
。

げ
ん
に
、
漢
書
、
旬
奴
儀
に
は
、
景
帝
復
興
旬
奴
和
親
、
通
関
市
、
給
濯
単
子
と
あ
る
。
だ
か
b
、
既
に
旬
奴
の
頃
か
ら
、
彼
等
が

自
給
経
済
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
殊
に
、
彼
等
が
農
耕
民
族
と
交
易
し
た
乙
と
を
示
し
た
資
料
は
少
〈
な
h
v
o

て
は
、
そ
れ

b
の
交
易
に
、
交
換
手
段
を
用
い
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
悲
し
そ
う
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
物
足
交
換
て
あ

る。
彼
等
が
物
々
交
換
す
る
と
号
一
同
っ
て
も
、
交
換
出
来
る
も
の
は
、
家
畜
か
そ
の
加
工
品
だ
け
て
あ
る
。
モ
れ
b
は
、
元
古
川
、
彼
等
の
生

活
必
需
物
資
と
し
て
つ
く

b
れ
た
。
従
っ
て
、
モ
の
段
階
て
は
、
そ
れ
ら
は
商
品
て
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
モ
れ
が
、
他
民
族
の
他
の

も
の
と
交
換
さ
れ
る
と
き
、
モ
れ
は
商
品
と
な
る
。
こ
う
し
て
、
外
部
に
封
し
て
商
品
と
な
れ
ば
、
彼
等
の
内
部
に
あ
っ
て
も
、
ギ
は

り
、
反
動
的
に
商
品
と
な
ふ
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
、
彼
等
の
内
部
て
も
、
と
れ
を
交
検
物
と
し
て
用
い
る
様
に
怠
る
こ
と
て
あ
る
。
そ

れ
は
、
外
部
と
の
交
換
の
護
遣
に
よ
っ
て
、
上
り
促
進
さ
れ
た
も
の
と
恩
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
家
畜
平
そ
の
加
工
品
は
、
内
部
は
も
と
よ
り
外
部
に
あ
っ
て
も
、
誰
て
も
共
通
の
有
用
物
と
し
て
欲
す
る
。
だ
か

ら
、
誰
も
己
れ
ら
を
安
換
す
る
こ
と
を
担
粍
し
友
い
。
従
っ
て
、
そ
れ
は
、
誰
て
も
占
交
換
す
る
矯
に
用
い
る
こ
と
が
出
来
る
。
つ
ま

旬
、
そ
れ
は
、
流
通
手
段
と
し
て
の
機
離
を
具
え
て
い
る
。
黒
縫
事
略
に
、
縫
人
以
羊
馬
博
易
之
と
あ
る
の
は
、
そ
れ
を
示
し
て
い

る
。
叉
、
遼
史
、
食
笠
島
に
は
、
一
羊
易
粟
ニ
斗
と
あ
る
o

己
れ
は
、
モ
の
一
交
換
に
、
羊
一
一
関
て
は
英
二
斗
主
得
た
と
と
を
示
し
て
い

る
が
、
そ
れ
は
、
羊
が
値
尺
債
度
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

こ
う
見
て
く
る
と
、
彼
等
が
交
換
す
る
家
畜
や
そ
の
加
エ
品
は
、
一
定
の
慣
値
尺
度
を
も
ち
、
流
遁
手
段
と
し
て
の
機
能
を
具
え
て

い
る
己
と
が
わ
か
る
。
更
に
叉
、
例
え
ば
ル
ブ
ル

F
は
、
綾
等
が
羊
h
T

毛
皮
て
粟
晶
、
小
萎
粉
を
得
る
の
は
困
難
て
た
い
と
停
え
て
い

蒙
古
民
放
の
枇
官
経
済
且
的
一
考
察
似

第
七
十
六
巻

ブL

第
五
韓

五
五
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家
古
民
族
の
世
曾
経
済
史
的
一
考
察

ω

る
叫
縫
っ
て
、
常
時
の
羊
や
毛
皮
は
、
買
う
僚
に
用
い
る
交
換
手
段
ぞ
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
か
ら
、
モ
れ

b
は
、
彼
等
の
貨
幣

ぜ
あ
っ
た
と
見
る
方
日
目
安
蛍
て
は
な
か
ろ
う
か
。

ζ

の
彼
等
の
貨
懲
は
、
既
に
一
冗
朝
の
成
育
以
前
に
あ
っ
た
。
縦
っ
て
、
一
冗
朝
が
成
立
し
て
始
め
て
貨
幣
が
出
現
し
た
と
言
わ
れ
る
の

は
、
問
遣
い
と
一
=
同
え
上
う
。

し
か
し
、
そ
れ
は
物
品
貨
幣
J

し
あ
る
。
千
一
れ
を
遁
貨
と
す
る
段
階
は
、
質
、
特
経
済
の
準
歩
し
た
段
階
て
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
元
朝

は
、
こ
ろ
一
育
う
般
態
に
あ
る
波
等
が
、
登
達
し
た
貨
幣
経
済
に
あ
る
漢
民
族
な
ど
を
征
服
し
て
成
就
さ
れ
る
。
し
か
も
、
彼
等
は
、
こ

の
征
服
過
程
に
九
商
業
を
重
視
し
た
と
言
わ
れ
向
。
商
業
に
は
貨
幣
が
必
要
で
あ
る
。
で
は
、
彼
等
は
、
物
品
貨
幣
て
商
業
を
瞥
ん
だ

の
だ
ろ
う
か
。
貨
幣
の
護
連
主
見
た
に
遠
い
た
い
。
ど
う
登
達
し
た
だ
ろ
う
か
。
又
、
そ
れ
が
、
蒙
古
民
族
の
護
展
に
、
ど
の
様
な
関

係
を
も
づ
で
あ
ろ
う
か
。

(日 (4)(3) (2) (1) (9) (自)(7) (6) 

ウ
ラ
ヂ
ミ
ル
ツ
オ
フ
「
蒙
古
酔
官
制
度
史
」
邦
曹
、
丸
六
頁
九
七
頁

曾
我
部
静
雄
「
紙
幣
登
撞
且
L

丸
七
頁
。

ア
・
カ
u二
一
コ
フ
「
外
蒙
古
」
安
藤
英
夫
、
服
部
委
生
語
、
一
一
一
一
頁
。

ド
1

ソ
ン
「
家
古
且
」
邦
語
、
岩
波
肢
上
、
六
O
頁。

己
れ
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
葛
綾
成
氏
が
「
支
那
北
方
の
然
保
欝
化
と
沙
漠
擁
大
の
研
究
」
に
於
い
て
遮
べ
一
一
」
居
与
れ
る
。

三
皆
、
二
頁
ー
一
九
頁

J

五
省
周
二
十
四
史
、
漢
書
九
十
四
、
伺
奴
博
第
六
十
四
J

上。

同
ビ
遊
牧
し
て
い
る
集
固
ゃ
、
農
耕
民
族
を
指
す
。

五
省
局
二
十
四
且
、
漢
書
九
十
四
、
伺
奴
博
串
六
十
四
、
上

0

マ
ル
ク
λ

『
資
本
論
』
長
谷
部
文
雄
謀
、
二
八
六
頁
(
第
一
巻
・
第
一
分
品
川
)

(
豪
首
、
弾
丸
品
曲
第



(10)-

遼
阜
、
各
五
十
九
、
食
貸
志
上
。

。1)
司
馬
】

E
E
o
w
。同

d
E
-
E
E向
。
内
同
ロ
ヴ
g
n
w
Z
F
m
国
自
在
日
間
信
号
。
ご

r
o
d
s町
長
芯
印
ω
}
E

44HEEM
唱
。
。
骨
巴
何
回
。
。
F
E
)
ヲ

g

王
孝
語
「
中
園
商
業
且
」
一
同
七
頁

l
一
四
八
頁
、
岩
村
忍
「
蒙
古
の
敵
削
蓮
伍
」
八
頁

l
九
頁
。

(
吐
岡
田
皆

E
h呂
田

F
o
r
E二ミ

間元
朝
の
成
立
以
前
に
お
h
て
も
、
蒙
古
民
族
は
通
貨
を
も
っ
て
い
た
。
遁
貨

ι一
吉
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
家
畜
干
そ
の
加
エ
品
て
あ

る
。
し
か
し
、
元
朝
の
成
立
期
に
お
い
て
、
彼
等
の
用
い
た
貨
幣
は
、
こ
の
物
品
貨
幣
だ
け
て
は
な
い
。
そ
の
貨
幣
の
種
類
は
少
く
な

い
。
ゼ
は
、
ど
の
様
な
貨
幣
が
あ
っ
た
か
。

そ
白
筆
頭
に
か
か
げ
た
く
て
は
左
b
た
い
も
の
は
、
出
品
畜
や
そ
の
加
工
品
だ
け
で
は
た
い
と
は
言
え
、
や
は
り
、
こ
の
物
品
貨
幣
が
第

一
て
あ
る
。
家
畜
と
一
七
一
日
づ
て
も
、
彼
等
の
家
苔
は
、
牛
・
馬
・
犬
・
羊
・
山
羊
・
勝
院
な
ど
が
あ
か
o

だ
が
、
こ
れ
b
の
家
畜
が
皆
貨

幣
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
黒
闘
相
事
略
に
は
、
さ
き
に
引
用
し
た
如
く
、
融
制
人
以
羊
馬
博
易
之
と
あ

p
、
又
、
其
貿
易
以
羊
馬

金
銀
総
吊
と
あ
る
。
従
っ
て
、
己
の
特
に
指
名
し
た
羊
や
馬
が
、
貨
幣
と
し
て
用
い
ら
れ
た
己
と
は
間
遠
い
な
い
。
し
か
し
、
同
じ
家

畜
で
あ
る
か
b
と
言
っ
て
、
こ
の
他
の
、
例
え
ば
、
牛
キ
犬
な
ど
も
そ
う
で
あ
っ
た
と
解
揮
す
る
事
は
、
早
計
で
は
な
か
ろ
う
か
u

こ

れ
に
つ
い
て
の
資
料
を
見
出
す
己
と
は
出
来
な
い
が
、
大
醐
問
、
特
に
彼
等
の
信
仰
的
慣
習
上
、
必
需
家
畜
て
あ
っ
た
羊
や
馬
が
、
主
た

る
貨
幣
で
あ
っ
た
と
解
す
る
方
が
受
賞
の
様
に
思
え
る
ω

官
、
家
畜
の
加
工
品
に
つ
い
て
は
、
毛
皮
が
主
な
も
の
と
言
え
よ
う
。

だ
が
、
乙
れ
b
の
家
畜
平
そ
む
加
エ
品
は
、
彼
等
の
直
接
生
産
物
、
即
ち
、
蒙
古
の
い
わ
ゆ
る
『
地
産
貨
幣
』
て
あ
る
。
そ
し
て

蒙
士
円
民
族
自
社
曾
極
稗
史
的
一
考
奈
川
刷

第
七
十
六
巻

、

一

第
五
銃

五
七



蒙
古
民
族
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征
曾
経
済
且
的
一
考
察
側

第
七
十
六
巻

一一一
第
五
皆

五
l¥ 

そ
れ
は
、
一
元
朝
の
成
立
期
以
前
に
お
円
て
も
用
い
ら
れ
た
。
従
っ
て
、
こ
れ
に
依
っ
て
、
一
元
朝
の
成
立
期
に
お
け
る
貨
幣
の
特
色
は

得
難
h
v
o

営
時
の
彼
等
の
用
い
た
貨
幣
の
特
色
は
、
強
展
?
る
蒙
古
民
肢
が
、
他
の
経
済
世
舎
か
ら
得
る
貨
幣
に
あ
る
と
一
一
日
え

Z
ぅ。

ほ
か
か

b
得
る
貸
併
と
一
白
っ
て
も
、
後
に
述
ベ
る
様
に
、
掠
奪
な
ど
に
依
っ
て
得
た
も
の
も
少
〈
ιな
い
。
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
を
轍
入
貨

幣
と
言
う
よ
日
も
、
仮
に
、
と
れ
を
『
外
市
内
貨
幣
』
と
呼
ぼ
う
。

て
は
、
外
旅
貨
幣
に
は
ど
ん
左
も
の
が
あ
っ
た
か
。
そ
れ
ら
は
、
物
品
貨
幣
・
時
間
建
貨
幣
・
紙
幣
の
コ
一
つ
に
大
別
す
る
己
と
が
出
来

る。
先
づ
、
物
品
質
幣
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
ル
プ
ル
グ
は
、
白
布
平
織
物
と
た

b
ば
肉
を
得
る
と
と
が
出
来
る
と
停
え
℃
い
る
。
叉
、

さ
き
に
引
用
し
た
如
く
、
黒
縫
事
略
に
、
其
貿
易
以
羊
馬
金
銀
総
吊
と
あ
る
o

従
っ
て
、
営
時
、
絹
布
は
貨
幣
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か

る。

ζ

の
綿
布
の
他
に
、
例
え
ば
、
積
文
体
惑
裁
に
、
中
統
一
元
年
、
始
趨
交
砂
、
以
J

帥
抑
震
木
、
以
銀
主
十
雨
、
易
総
紗
一
千
雨
、
諸
物

之
直
並
縦
赫
例
と
あ
る
o

だ
か

b
ぺ
常
時
、
拙
酬
も
貨
幣
と
し
て
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
推
想
さ
れ
る
。
更
に
、
己
れ
ら
織
綿
製
貨
幣
の
他

に
、
金
属
製
貨
幣
も
あ
る
。
銀
及
び
金
が
そ
れ
て
あ
る
。
特
に
、
銀
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
考
古
塵
的
見
地
か

b
も
立
詮

し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
己
れ
に
封
し
、
金
は
、
プ
ラ
ッ
ケ
氏
が
、
「
草
原
地
帯
に
金
貨
は
見
出
さ
れ
な
い
υ

だ
か
ら
、
金
は
草
原
地

帯
て
は
濫
用
し
た
か
っ
た
。
」
と
一
言
っ
て
い
る
の
色
見
る
。
だ
が
、
こ
の

d

フ
ラ
ッ
グ
氏
の
設
は
早
計
で
は
な
か
ろ
う
か
。
何
故
た

b
ば、

氏
の
調
査
範
園
が
草
原
地
帯
の
す
み
ず
み
に
迄
島
よ
び
、
そ
れ
が
完
全
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
疑
わ
し
い
こ
と
。
又
、
た
と
え
、
ど
こ

に
も
見
出
さ
れ
た
い
に
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
の
理
由
ゼ
己
の
結
論
と
す
る
の
は
不
充
分
で
あ
る
己
と
な
ど
に
依
っ
て
、
や
は
り
、
早
計

と
言
え
よ
う
。
げ
ん
に
、
例
え
ば
、

ル
プ
ル
ク
は
、
金
の
一
つ
を
こ
わ
し
て
基
督
敬
徒
に
奥
ぇ
、
他
の
一
っ
て
道
中
て
必
要
な
も
白
を

い
、
第
=
一
の
金
て
儲
け
る
た
め
白
物
品
二
三
を
買
い
、
残
飴
の
金
は
道
中
て
使
い
果
し
た
と
停
え
て
居
り
、
叉
、
さ
き
に
引
用
し
た



黒
絡
事
略
に
も
、
其
貿
易
以
羊
馬
金
銀
総
吊
と
あ
る
。
だ
か

b
、
金
も
銀
と
同
様
に
、
営
時
、
質
幣
と
し
て
用
H
ら
れ
た
も
白
と
考
え

て
よ
か
ろ
う
。

以
上
の
諸
貨
幣
は
、
機
縫
製
貨
幣
は
も
と
よ
り
、
金
属
制
貨
幣
も
物
品
質
幣
の
域
を
脱
し
た
い
。
同
じ
金
属
制
貨
幣
と
も
、
営
時
、

鋳
造
貸
怖
も
あ
っ
た
。
モ
れ
に
は
、
銀
貸
・
金
貨
が
あ
り
、
更
に
、
或
は
銅
貨
も
そ
の
一
っ
て
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
銀
貨
に
つ
い

℃
は
、
例
え
ば
、
長
春
異
人
回
避
記
に
、
食
黍
米
自
金
十
雨
、
満
五
十
両
可
易
相
知
八
十
月
と
あ
る
。
叉
、
綾
文
献
活
考
に
は
、
以
銀
五

十
閥
、
易
総
紗
一
千
雨
と
あ
る
。
絞
っ
て
、
常
時
、
銀
貨
の
用
い

b
れ
た
と
と
は
用
ら
か
で
あ
る
。
叉
、
金
貨
に
づ
い
て
も
、
例
え

ば
、
加
膝
繁
氏
の
貴
金
銭
貸
存
在
設
に
補
足
し
よ
う
と
し
た
根
岸
・
越
質
問
氏
の
見
解
で
さ
え
、
そ
の
数
の
少
は
少
い
と
は
一
吉
つ

τ
い

る
が
、
モ
の
存
在
を
否
定
し
て
い
な
J
V

。
F
l
ソ
ン
も
、
成
古
思
汗
の
v

法
律
が
、
回
数
徒
を
殺
し
た
も
む
に
濁
し
己
、
金
貨
で
そ
の
賠

償
さ
せ
た
己
と
を
伺
え
て
居
り
、
又
、
別
の
所
ゼ
は
、
世
間
関
蓋
が
、
商
人
に
再
三
金
貨
を
貸
興
し
た
こ
と
を
侍
え
て
い
る
。
だ
か

b
、

金
貨
も
、
銀
貨
同
様
に
、
営
時
、
存
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
筒
、
と
れ
ら
白
ほ
か
に
、
常
時
、
銅
貨
も
用
い
ら
れ
た
鋳
貨
の
一
つ
で

あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
績
文
献
遁
考
ザ
新
一
冗
史
、
食
貨
志
川
、
金
章
宗
時
、
初
行
交
砂
、
興
鐙
遁
行
と
あ
る
。
乙
の
交
紗
と
併
用
さ

せ
た
銭
は
、
干
が
て
、
そ
の
使
用
主
禁
止
す
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
、
例
え
ば
花
成
大
の
捜
轡
録
に
、
故
倣
中
園
格
幣
、
於
柿
京
置
局
、

遺
官
舎
、
謂
之
交
紗
、
擬
見
鎗
行
使
、
而
陰
牧
釘
鏡
、
悉
還
問
北
湿
河
、
即
用
見
銭
不
用
紗
t
あ
る
。
従
っ
て
、
中
園
山
北
方
て
は
、

紗
は
通
用
し
た
い
て
、
銅
銭
が
通
用
し
た
己
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
が
蒙
古
は
、
こ
の
中
園
白
北
方
と
、
営
時
、
交
易
し
た
、
叉
、
己

の
中
園
の
北
方
へ
は
、
再
三
の
掠
奪
も
試
み
た
。
ド
ソ
ン
は
、
そ
れ
b
に
よ
っ
て
、
彼
等
が
銅
銭
も
他
の
諸
物
と
共
に
得
た
こ
と
を

博
え
て
い
る
。
し
か
し
‘
彼
等
が
、
モ
れ
を
使
用
し
た
と
と
に
つ
い
て
は
、
何
も
停
え
て
い
な
い
。
従
づ
て
、
彼
等
の
貨
幣
白
一
っ
て

あ
っ
た
と
断
定
す
る
己
と
は
出
旅
な
い
。
だ
が
、
営
時
、
唯
そ
れ
を
持
っ
て
い
た
だ
け
だ
と
見
る
の
も
、
不
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。

蒙
古
民
族
の
仕
合
経
桝
且
附
一
帯
奈
川
糾

第
七
十
大
巻

一
事
五
脇
田

主王
ゴし



表
肯
民
放
の
枇
官
経
稗
虫
附
一
考
察
仰

ノ、。

第
七
十
六
巻

第
五
揖

三
三
四

次
氏
、
首
時
、
紙
融
市
の
登
場
し
た
ほ
と
を
翠
げ

ψ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新
元
史
、
食
貨
志
に
は
、
元
初
出
w金
人
交
紗
之
法
と
あ
州
、

町
一

又
、
中
統
一
克
年
、
始
誼
交
紗
と
あ
る
叫
更
に
、
有
高
氏
は
、
紗
は
太
宗
八
年
(
一
二
一
ユ
六
年
)
に
造
ら
れ
た
と
と
を
示
し
て
居

b
れ
る
、

従
っ
て
、
元
朝
の
成
立
期
に
貨
幣
が
登
場
し
た
己
と
が
わ
か
る
。

つ
ま
り
、
一
万
朝
の
成
立
期
に
於
い
て
、
彼
等
心
崩
い
た
貨
幣
は
、
少
く
と
も
、
地
帯
貨
幣
た
る
羊
回
向
や
そ

ω加
γ
古
田
を
は
じ
め
、
外

来
貨
幣
て
は
、
物
品
質
幣
た
る
線
高
・
総
・
銀
・
金
が
あ
り
、
鋳
造
貨
幣
た
る
銀
貨
・
金
貸
守
、
更
に
は
紙
幣
が
あ
っ
た
と
と
が
わ
か

る
(1) 

果
縫
事
時
に
、
其
音
牛
馬
犬
羊
蒙
肱
胡
羊

εあ
型
、
又
、
ド
E
ソ

ν
は
、
彼
撃
の
家
畜
は
時
限
・
牛
・
綿
羊
・
山
羊
・
疎
に
馬
よ

E
成
る
と
惇
え

て
い
る
。
(
ド
1
y
y

「
蒙
古
車
」
邦
課
、
岩
控
版
上
、
六
O
頁
)

‘. 

特
に
羊
は
、
一
克
虫
、
世
胞
の
相
、
至
元
十
三
年
九
月
己
亥
の
俸
に
、
「
享
干
大
廟
常
傑
丹
、
錠
野
家
、
臣
、
羊
、
荷
萄
酒
」
唱
と
あ
る
。
つ
ま

p
、

大
廟
に
迄
そ
な
え
る
程
彼
等
に
な
〈
て
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
。
馬
に
つ
い
て
も
、
彼
等
の
儀
蹄
用
の
必
需
物
た
る
馬
乳
酒
を
得
る
嬬
K
た
〈
て

な
ら
闘
も
の
で
あ
ワ
た
ロ

叶

}HO
】

E
E
4
a
唱
邑
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E
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E
n
w
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S
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S
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田
川
芭

績
丈
献
遁
考
齢
、
巷
之
一
一
、
鈍
吊
考
。
新
一
刈
虫
、
第
七
十
四
、
食
貨
志
七
、
骨
法

中
闘
を
支
配
す
る
過
程
医
、
そ
の
支
配
的
地
位
忙
あ
ヲ
た
蒙
占
人
は
、
中
闘
の
幣
制
陪
従
ヲ
た
も
り
と
息
わ
れ
る
ロ

河内》

UOE
剛〉国
V
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v
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目
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ω(瑚白)加)間側側(叫伯)問伸 (1時(8)

唱
。
己
主
目
。
回
目

F
E〕
勺
・
日
前
回

李
常
志
著
一
一
中
華
民
国
一
一
一
L

六
年
六
月
阪
、
)
八
頁
。

根
岸
信
・
越
智
一
万
治
共
著
「
支
那
及
摘
測
の
通
貨
と
幣
制
改
革
」
-
一
ニ
=
一
頁
。

Y

1
ソ
ン
「
家
古
且
」
邦
謀
、
岩
波
版
下
、
六
九
頁
。

ド
ー
ッ
ン
「
蒙
古
且
」
邦
曹
、
砦
披
版
下
、
六
六
頁

欄
文
献
遁
幸
H
V
春
之
二
、
銭
白
叩
考

新
一
元
且
、
春
之
七
十
四
、
食
貨
志
士
、
妙
法
。

積
百
川
磨
海
、
己
集
、
撹
轡
時
、
束
、
菰
成
大
。

鄭
行
選
「
中
国
商
業
且
」
一
コ
一
回
頁
、
支
那
民
族
第
三
篇
(
村
上
E
ニ
)
一
三
七
頁
、
拙
者
(
経
神
前
叢
第
七
五
巻
第
一
一
蹴
)
ニ
九
頁
ー
一
-
T
U
頁。

ド
I
Y
ン
「
蒙
古
且
」
邦
謀
、
第
一
編
第
四
章
。

ド
1
ソ
ン
「
蒙
古
且
」
邦
語
、
砦
担
版
上
、
五
五
頁
其
の
他
。

新
元
氏
、
告
之
七
十
四
、
貴
貨
志
七
、
妙
法
。

元
民
、
春
九
十
三
、
食
貨
志
第
四
十
一
一
、
食
貨
一
、
静
法
に
も
同
じ
様
に
あ
る
。

良
林
事
一
巷
第
三
故
、
九
=
一
頁
一
一
一
頁
(
回
凡

C
頁

i
四
九
人
頁
)

て
は
、
己
の
種
々
の
貨
幣
は
、
ど
う
し
て
彼
等
に
供
給
さ
れ
た
か
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
貨
幣
で
事
情
を
具
に
す
る
。
だ
が
、
己

れ
昔
、
地
産
貨
幣
と
外
来
貸
幣
と
の
ご
つ
に
大
別
し
て
考
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

先
づ
、
地
震
貨
幣
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
モ
れ
は
、
自
給
て
あ
る
。

自
給
と
一
円
つ
で
も
、
誰
も
彼
も
そ
れ
ぞ
れ
自
給
し
た
の
て
は
た
い
。
彼
等
の
祉
舎
の
内
部
て
、
そ
の
供
給
者
は
さ
ま
っ
て
い
た
。
つ

家
古
民
族
の
枇
曾
紹
済
且
的
-
考
察
制

第
七
十
六
巻

五

帯
主
韓

〆、



家
古
民
族
の
一
昨
曾
紐
神
史
的
一
考
察

ω

第
七
十
六
巻

一
占ノ、

第
五
控

ま
り
、
家
畜
を
牧
養
L
た
り
、
家
畜
か
ら
毛
皮
を
と
っ
た
り
な
ど
す
る
こ
と
を
、
彼
等
の
誰
蓬
が
ナ
る
か
は
さ
ま
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら

の
仕
事
を
し
た
の
は
、
家
者
の
直
接
所
有
者
建
て
あ
る
。
て
は
、
営
時
の
家
畜
の
直
接
所
有
者
と
は
誰
か
。
ウ
ラ
デ
ミ
ル
町
ノ
才
ブ
は
、

営
時
に
島
い
て
は
一
般
の
蒙
古
人
建
由
私
有
物
ゼ
あ
っ
た
己
と
を
指
摘
し
て
い
か
。
従
っ
て
、
地
産
貨
幣
の
供
給
は
、
家
畜
を
も
っ
た

一
般
白
蒙
古
人
達
に
依
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
ル
フ
ル

F
は
、
営
時
、
彼
等
の
社
舎
に
奴
隷
が
い
た
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
『
叉
、
元
史
、
各
一
一
白
六
十
四
、
列
停

第
五

ー十
般
の 李
蒙徳
古輝
人停
濯 の
が 中
地統
産三
貨年
幣 の
を 傑
供 に
給 、
し鴛
た 山
と西
言官
つ 慰
て 使
も
、事窪

直勢
接之
的家
に 籍
は 民
一主主
般奴
の 者
蒙
古成
人按
蓮而
の 菟
下之
に、

土護
士と )!i 
奴千
隷人
古J と
、あ

家る
畜 。
の だ
牧 か

ら養
や
そ
の
加
エ
た
ど
の
仕
事
を
し
た
り
て
は
な
い
か
と
恩
わ
れ
る
。
モ
れ
は
、
ラ
シ
ァ

F
・
ァ
・
ヂ
ン
の
見
解
に
従
っ
て
、

一
切
の
下

直
を
奴
隷
と
す
る
た
ら
ば
、
そ
よ

J

言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
如
何
に
主
人
に
奉
仕
す
る
と
は
守
ぇ
、
固
有
の
財
産
を
持
ち
、

定
の
個
人
的
自
由
を
享
有
し
、
そ
の
勢
働
の
成
呆
の
全
部
が
主
人
に
関
す
る
も
の
で
は
左
い
ウ
ナ
ガ
ン
・
ポ
ゴ
ル

(
5
臣官

Z
。H

)

を
奴
隷
と
解
胴
揮
す
る
己
と
は
委
営
て
な
い
。
己
の
他
の
エ
テ

ν
・
ポ
ゴ
ル

も
、
彼
等
は
自
由
在
身
に
な
れ
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
H

従
っ
て
、
そ
れ
ら
は
奴
隷
と
は
や
や
具
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
営
時
、
永
久

に
人
格
を
奪
わ
れ
た
奴
隷
が
H
左
か
っ
た
と
は
号
口
え
な
い
だ
ろ
う
句
そ
し
て
、
モ
の
様
た
奴
隷
が
、
地
産
貨
幣
の
生
産
白
一
分
野
を
怨

し
た
か
も
知
れ
な
い
。
だ
が
、
営
時
て
は
、
そ
り
様
な
奴
隷
が
家
畜
所
有
者
の
主
要
な
生
産
手
段
に
な
り
得
た
と
は
考
え
ら
れ
↓
な
い
。

何
故
な

b
ば
、
特
に
彼
等
は
宗
教
的
な
信
仰
に
基
hv
て
、
自
身
て
生
業
に
営
っ
た
か
ら
で
あ

h
o
だ
か

b
、
地
産
貨
幣
た
る
家
畜
や
そ

3
5
F
r
o骨
。
H

)

中
ジ
ャ
一
フ
ム
ワ

(
玄
ド
る
な
ど
の
下
目
て

の
加
工
品
た
ど
の
供
給
は
、
家
畜
を
も
っ
た
一
般
白
蒙
古
人
達
て
あ
る
と
見
た
方
が
委
営
ぞ
は
な
か
ろ
う
か
。

地
産
貨
幣
の
供
給
者
が
一
般
の
蒙
古
人
達
て
あ
る
と
一
一
一
同
っ
て
も
、
彼
等
の
家
畜
の
所
有
数
は
一
定
て
左
い
。
従
づ
て
、
地
震
貨
幣
の



L
r
I

産
且
且
も
異
っ
て
い
た
に
遠
山
刊
な
い
。
彼
等
は
自
身
の
滑
費
量
だ
け
生
産
し
た
の
で
は
た
加
。
生
産
量
の
大
た
る
者
は
、
上
り
多
く
他

の
蒙
古
人
の
分
も
生
産
し
た
。
他
の
蒙
古
人
と
は
主
と
し
て
彼
等
の
貴
族
乃
至
は
領
主
濯
を
指
ナ
。
貴
族
乃
至
は
領
主
達
は
、
己
の
一

般
の
蒙
古
人
達
の
生
産
し
た
地
芦
貨
幣
を
税
と
し
て
納
付
さ
せ
た
。

女
に
、
外
来
貨
幣
に
つ
い
て
見
れ
ぽ
、
そ
れ
は
、
総
入
貨
幣
と
言
う
こ
と
を
さ
け
た
鮪
か
ら
も
推
測
出
来
る
如
く
、
大
煙
、
掠
傘
・

貢
献
業
し
く
は
安
易
・
租
税
な
ど
の
型
に
依
っ
て
供
給
さ
れ
た
。
こ
の
供
給
を
吹
の
=
一
つ
に
分
け
て
考
察
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

共
白
一
つ
は
、
主
と
し
て
彼
等
の
護
展
の
初
期
の
段
階
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
。
未
征
服
地
と
の
交
易
や
掠
奪
な
は
に
依
る
供
給

で
、
銀
・
織
物
た
ど
を
得
た
。
こ
の
供
給
源
の
第
一
に
考
え
ら
れ
る
も
の
は
金
朝
で
あ
る
。
金
朝
は
、
金
史
、
食
貨
士
山
に
、
命
権
場
、

起
赴
南
京
、
園
初
於
丙
北
招
討
司
之
、
燕
子
城
、
北
羊
城
之
間
嘗
置
之
、
以
易
北
方
牧
畜
と
あ
旬
、
叉
、
持
場
五
市
用
銀
と
あ
る
。
絞

っ
て
、
己
の
金
朝
と
安
易
し
た
蒙
古
へ
銀
が
入
っ
た
こ
と
が
推
測
出
来
る
。
金
朝
は
、
銀
の
他
に
織
物
も
用
い
て
交
易
し
た
。
だ
か
ら
、

織
物
も
得
た
だ
ろ
う
。
こ
の
様
に
交
易
に
よ
っ
て
得
る
以
外
に
、
彼
等
は
掠
奪
を
試
み
て
得
た
も
の
も
少
く
な
い
。
こ
の
場
合
の
掠
議

地
と
比
内
大
倍
、
金
割
と
見
て
上
か
ろ
う
。

他
白
一
つ
は
、
主
と
し
て
彼
等
の
征
服
捕
の
撲
大
期
に
於
け
る
も
の
で
あ
る
。
掠
奪
晶
、
貢
納
若
し
く
は
租
税
た
ど
に
依
っ
て
供
給
さ

れ
た
。
こ
の
供
給
に
依
る
外
来
貨
幣
の
種
類
干
、
そ
の
数
量
は
、
他
の
場
合
よ
り
は
る
か
に
多
い
。

F
l
ソ
ン
は
、
彼
等
が
多
量
に
取

得
し
た
己
と
を
記
し
て
い
る
。

F
l
y
y
ば
か
り
て
は
左
い
。
例
え
ば
ル
ア
ル
グ
も
、
カ
ラ
コ
ル
ム
の
支
那
人
か
ら
、
税
と
し
て
毎
日

千
五
百
イ
7
ス
ヨ
ッ
ト
の
銀
宅
、
絹
織
物
b
A
納
付
さ
吐
た
こ
と
を
惇
え
て
居
り
、
叉
、
黒
縫
事
略
に
も
、
漢
民
除
工
匠
外
、
不
以
男

女
、
歳
課
城
市
丁
、
綿
一
一
十
五
雨
、
牛
羊
、
総
究
十
雨
、
郷
長
身
、
料
開
百
雨
と
あ
る
。
こ
う
し
て
供
給
さ
れ
る
外
旅
貨
幣
は
、
彼
等
の

征
服
地
が
按
大
き
れ
、
叉
、
支
阻
擢
が
確
」
比
さ
れ
る
に
つ
れ
て
増
大
し
た
に
蓬
い
な
い
。

索
古
民
族
の
仕
官
経
済
且
的
一
考
察

ω

第
七
十
六
巻

三一一一七

第
五
器

~ ノ、



蒙
古
民
族
四
世
骨
組
稗
史
的
一
考
察
側

第
七
十
六
巻

ヨ
一
三
八

j 、
回

第
五
臆

残
り
の
一
つ
は
、
主
と
し
て
彼
等
の
貨
幣
制
度
遂
行
の
翁
に
供
給
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
紙
幣
の
蛮
行
に
依
る
供
給
で
あ

る
。
だ
が
、
こ
れ
は
、
彼
等
が
護
行
さ
す
の
だ
か
b
、
地
産
貨
幣
の
様
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
マ
ル
コ
・
ポ
ロ
も
、
叉
、
ド

y

y
も
ぽ
え
℃
い
る
如
く
、
こ
の
紙
特
は
桑
の
皮
て
漣
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
桑
は
草
原
て
は
出
来
た
い
。
縫
っ
て
、
桑
を
栽
培
し
て
加

工
ナ
る
仕
事
、
叉
、
印
迭
に
従
事
す
る
役
人
な
ど
は
、
皆
、
農
耕
民
族
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
b
、
そ
れ
は
、
地
産
貨
幣

に
核
官
し
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
農
耕
地
域
に
お
い
て
農
耕
民
が
供
給
し
た
外
旅
貨
幣
と
言
え
上
う
。

以
上
、
一
ニ
ヲ
白
外
来
貨
幣
の
供
給
を
の
ベ
た
が
、
興
味
深
い
こ
と
は
、
モ
の
殆
ん
ど
が
中
園
地
域
か
ら
供
給
さ
れ
た
己
と
、
又
、
そ

れ
ら
の
大
卒
が
強
制
取
得
に
依
る
供
給
で
あ
っ
た
と
と
で
あ
る
。

ウ
一
ア
ヲ
ミ
ル
ヅ
オ
ア
「
家
古
世
曾
制
度
克
」
邦
語
、
二
一
一
一
一
頁
一
二
七
頁
。

3
0
E
2
4
。
同
司

E
R
u
a
同
ロ

U
E
o
f
i
r
F
m吉
田
宮
内
斤
明
。

m
F
0
3己
P

H回目
T
8
2
5宮
内
白
州
自
旨

F
o
r
g
-
s
d〈
告
白
己

記
ga4Eo
開。

oFE)
旬
。
∞

ワ
ラ
ヂ
ミ
ル
ツ
オ
フ
「
豪
古
祉
骨
制
度
前
九
」
邦
謀
、
一
四
六
頁
一
四
九
頁
。

ワ
ラ
ヂ
ミ
ル
ツ
オ
フ
「
蒙
古
世
脅
制
度
史
」
邦
語
、
一
五
九
頁
。

「
蒙
古
町
副
且
」
に
は
、
殺
し
浅
ワ
た
者
を
奴
隷
ー
と
し
た
こ
と
を
悼
え
て
い
る
。
(
蒙
古
の
腿
且
」
小
林
高
四
郎
翠
註
、
二
二
頁
)
又
、
ド
ー

ツ
ン
も
征
服
地
の
住
民
を
奴
隷
に
し
て
虐
待
し
た
と
み
」
を
惇
え
て
い
る
。
(
ド

1
ソ

y

「
蒙
官
具
」
邦
語
、
砦
波
版
上
、
一
一
一
一
頁
、
二
八
八
頁
)

有
高
雄
氏
は
「
元
代
奴
隷
考
」
な
る
論
丈
を
薩
表
さ
れ
(
小
川
博
士
還
暦
記
念
虫
皐
地
理
事
前
叢
〔
昭
、
玉
、
五
〕
一
一
一
二
三
頁
三
七
八
頁
)
蒙

宵
の
創
業
時
代
に
於
付
る
奴
隷
が
蹴

L
て
畜
群
の
監
視
中
陣
中
の
嗣
校
又
は
若
干
の
工
作
年
に
組
事
し
た

k
云
っ
て
居
ち
れ
る
。
(
三
ニ
五
頁
)

官
時
。
祉
官
は
、
封
建
位
官
え
の
移
行
期
で
あ
る
。
へ
拙
者
、
経
評
論
叢
第
七
五
巻
第
一
皆
、
=
コ
頁
三
三
頁
)

拙
者
、
経
坪
論
叢
第
七
五
糧
事
一
皆
、
一
一
一
頁
、
ニ
品
川
頁
。

ウ
ラ
ヂ
ミ
ル
ツ
オ
フ
は
、
一
般
の
豪
古
人
謹
の
柏
が
、
食
糧
K
L
E
の
羊
馬
k
そ
れ
以
外
の
も
の
止
の
雨
方
の
あ
う
た
と
止
を
指
摘
し
て
い
る
。

(2) [1) (5) C生)(3) (6) イ剖但)廿)



(
ウ
ラ
ヂ
ミ
ル
ツ
オ
ア
「
蒙
古
世
曾
制
度
奥
」
邦
語
、
二
六
四
頁
)
こ
の
食
温
以
外
の
も
の
に
地
庫
貸
儲
も
台
ま
れ
て
い
た
本
の
と
思
わ
れ
る

Q

ゆ
金
具
、
岱
ヰ
十
、
意
第
三
十
一
、
食
貨
玉
、

ω
王
孝
通
「
中
園
商
業
且
」
一
四
四
頁
。

同

ド

1
ソ
ン
「
蒙
古
且
」
邦
課
、
岩
波
阪
上
、
五
五
頁
、
八
四
瓦
、
一
一
五
貰
其
の
仙
。

附

-
p
o
E
E可
。
同
君

EHPEO片
岡
吾

E
E
o
d
H
O
F
m
R目
宮
告
。
ご

F
0
5
E
L凶
印
日
目
(
号

E)
匂
H
U
α

ω
一
イ
ア
ス
コ
ッ
ト
の
担
は
、
一

O
Y
ル
ク
(
五
ポ
ン
ド
)
の
担
の
乙
と
で
あ
る
@

同
開

J
E
K
4
E
z
v
a
E
P
R。
可
。
目
。
・
〈
己
・
「
匂
仏
国
ω

的

ド

l
ソ
ン
「
蒙
古
見
」
邦
課
、
岩
波
版
下
、
二
九
四
頁
ニ
九
五
頁
。

.‘. 

M
開

ホ

ワ

1

ス
は
、
各
紙
幣
が
数
人
の
佼
人

r
よ
ワ
て
印
遣
さ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
(
出
E
q
出

U
S
百
円
百
円
H
F
O
同
己
目
ロ
F

F
再
同
司
自
国
)

国
0
4
司。込

F

同
日
山
〉
4

J
p
o
y
p
D一宮町

四

己
れ
ら
心
外
来
貨
幣
の
中
に
は
、
鋳
貨
や
紙
幣
も
含
ま
れ

τい
た
。
そ
れ
ら
は
、
地
産
偵
幣
よ
り
は
る
か
に
優
れ
た
貨
幣
て
あ
る
。

常
時
、
己
れ

b
白
貨
幣
が
同
時
に
用
い
ら
れ
た
と
ナ
る
と
、
従
来
の
一
地
産
貨
幣
は
、
貨
幣
と
し
て
優
れ
た
時
間
貨
や
紙
幣
を
用
い
る
に

つ
れ
て
、
女
第
に
貨
幣
的
機
能
を
消
失
し
た
の
ぞ
は
た
か
ろ
う
か
と
言
う
疑
問
が
起
る
か
も
知
れ
た
い
。

だ
が
、
そ
う
は
な

b
な
か
っ
た
。
例
え
ば
担
問
聴
事
略
に
は
、
縫
人
只
是
撒
花
、
無
人
理
曾
得
頁
販
、
閉
経
主
以
下
、
只
以
銀
奥
田

回
、
令
共
自
去
と
あ
る
。
モ
し
て
、
共
φ
あ
と
に
、
さ
さ
に
も
引
用
し
た
如
く
、
縫
人
以
一
羊
馬
博
易
之
と
あ
る
。
だ
か
ら
、
彼
等
に
と

つ
て
は
、
銀
な
ど
よ
り
も
地
産
貨
幣
白
方
が
好
ま
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
う
す
る
と
、
症
に
、
首
時
、
地
産
貨
幣
だ
け
が
彼
等
の
遁
貨
て
、
他
心
、
外
来
貨
幣
は
、
そ
う
て
は
な
か
っ
た
様
に
問
え
る
。

蒙
古
民
族
の
配
合
経
済
史
的
一
考
察
似

州
知
七
十
六
巻

コ九

第
五
掠

ノ、
五



蒙
古
民
族
の
祉
曾
極
構
史
的
一
考
察

ω

第
七
十
六
巻

四。
第
五
世

ハ
大

て
は
、
外
来
貨
幣
が
用
い
ら
れ
た
と
言
う
の
は
、
ど
う
用
い
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
岡
村
氏
は
、

紗
は
、
支
問
者
世
曾
h
T
園
都
、
叉
は
、
地
域
的
に
貨
幣
と
し
て
用
い
ら
れ
た
」
と
言
っ
て
居
ら
れ
る
。
氏
の
研
裂
は
、
紗
、
つ
ま
り
、

紙
幣
だ
け
に
つ
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
一
万
朝
白
成
立
期
に
お
け
る
種
々
白
外
来
貨
幣

rつ
い
て
も
営
て
は
ま
る
結

『
高
麗
未
期
作
於
け
る
格
貨
制
探
用
問
題
に
つ
い
て
』
在
る
論
文
に
お
い
て
、

「
一
冗
朝
の

論
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
外
旅
質
幣
が
み
た
同
一
白
流
通
範
囲
を
も
っ
て
い
た
と
は
一
言
え
な
い
円
だ
ろ
う
。
例
え
ば
ル
プ
ル
グ
は
、
金
や
銀
て
は
買
う

こ
と
が
出
来
な
い
が
、
白
布
h
T
織
物
て
な
ら
肉
は
買
え
る
と
言
つ

τ
い
る
目
従
可
一
て
、
白
布
や
織
物
が
通
用
し
て
も
、
金
平
銀
は
通
用

し
た
か
っ
た
庭
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
所
が
、
同
じ
外
来
貨
幣
て
も
、
紙
幣
は
、
他

ω貨
幣
と
具
っ
て
、
強
制
通
用
貨
幣
で
あ

る
。
だ
か
ら
、
階
級
・
地
域
の
如
何
に
拘
わ
ら
左
い
て
、
ど
己
て
も
通
用
し
た
様
に
も
思
え
る
c

だ
が
、
己
の
担
制
遁
貸
で
さ
え
、
ど

と
て
も
通
用
し
た
貨
幣
て
は
た
か
っ
た
。
ホ
ワ
1
1
は
、
己
の
紙
幣
は
、
イ
ル
汗
闘
に
よ
っ
て
ベ
ル
シ
ア
に
紹
介
さ
れ
た
と
守
口
っ
て
い

る
が
J

マ
ル
コ
・
ボ
ー
ロ
は
、
キ
プ
チ
ャ
ッ
ク
汗
園
・
チ
ャ
ガ
グ
イ
汗
図
・
オ
ゴ
グ
イ
粁
闘
で
は
用
い
ら
れ
在
か
っ
た
己
と
を
停
え
て

い
る
ポ
従
っ
て
、
多
少
は
西
方
へ
停
わ
れ
ノ
、
用
い

b
れ
た
が
、
北
部
白
草
原
地
方
て
は
、
殆
ん
ど
月
い
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。モ

れ
で
は
、
外
来
貸
幣
が
最
も
用
い

b
れ
た
と
己
ろ
と
は
、
ど
ん
な
と
と
ろ
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
彼
等
の
支
配
的
地
位
に
あ
る
者

建
て
あ
る
。
例
え
ば
、

F
l
ソ
ン
は
、
畳
間
淵
毒
が
、
如
何
な
る
商
人
に
謝
し
て
も
快
く
金
貨
な
と
の
資
本
主
貸
興
し
た
己
と
を
伴
え
て

居
り
、
叉
、
ル
プ
ル
ク
は
、
カ
ヲ
コ
ル
ム
の
支
那
人
か

b
津
山
白
銀
を
納
付
さ
せ
た
事
を
偉
人
℃
い
る
。
更
に
、
元
史
、
食
貨
志
に
は
、

続
料
之
法
、
太
宗
丙
申
年
、
始
行
之
一
五
々
と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
彼
等
の
支
配
者
達
に
外
来
貨
幣
が
集
め
ら
れ
、
用
い
ら
れ
た
一
例
て



あ
る
。己

れ
に
射
し
て
、
営
時
、
外
来
貨
幣
が
最
も
用
い
ら
れ
た
か
っ
た
と
こ
ろ
と
は
、

rん
た
と
こ
ろ

F
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
家
古
北
部

地
方
K
佐
む
貧
民
濯
で
あ
ろ
う
。
大
山
師
、
ど
の
地
方
に
住
む
貧
民
濯
で
も
、
首
時
の
貧
民
遣
は
非
常
陀
貧
し
く
て
、
牛
話
に
直
接
必
要

念
物
以
外
の
何
物
も
欲
す
る
徐
絡
は
長
か
っ
た
と
言
わ
れ
る
く
ら
い
ぞ
あ
ん
o

だ
か
ら
、
ど
の
地
方
に
性
む
貧
民
謹
J
し
も
特
別
た
事
情

の
な
い
限
り
、
外
旅
貨
幣
を
得
る
こ
と
は
殆
ん
ど
出
来
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
中
ぞ
も
特
に
、
蒙
古
北
部
地
方
に
仲
代
む
貧
民
達

は
、
外
来
貨
幣
を
用
い
る
様
な
こ
と
は
な
か
っ
た
も
白
と
考
え
る
。

こ
の
様
に
、
首
時
、
種
々
の
質
幣
が
用
い
ら
れ
た
と
言
っ
て
も
、
す
べ
て
の
蒙
古
人
に
用
H
ら
れ
た
貨
幣
は
、
地
渥
貨
幣
だ
け
で
、

他
の
、
外
来
貨
幣
は
、
主
と
し
て
彼
等
の
支
配
的
地
位
に
あ
る
者
蓮
が
用
い
た
と
と
が
わ
か
る
。

田
村
専
之
助
「
高
麗
末
期
に
抽
出
け
る
椅
貨
制
採
用
問
題
に
つ
い
て
」
(
歴
史
畢
研
究
、
第
七
各
事
三
世
、
四
七
頁
)

同
JWO】
E
E
4
。h
d
〈
=
ロ
虫
色
同
吾

E
拝
円
。
吾
何
回

E
古
ヨ
官
号
。
同

F
0
4
0岳
r
H
M印
ω
l
l
E
(
.
H
H
P
E
Eロ
ル
同

E
E
F
O
F己
E
U
S
当

EEMH

司
E
E口
-o
同

E
F
E
)
司

自

同
州
国
自
司
出
・
出
。
」
垣

Avar
同
国
〉
・

4片
足
民
吉
田
。

F
E白
仲
町
内
問
己
田
昌
吉

E
F
】
』
ド
同
『
凶

ω
〈ロ

-oh
叶

E
S
H
m
o同
員
R
O
P
E
3
]
「

司

恥

N
O
i

ω
ド

I
ソ
シ
「
豪
古
且
」
邦
帯
、
岩
世
版
下
、
六
六
頁
。

同
刷

4FO】
E
5
4
。
見
当

E
E目
見
知
吾
ロ
♂
伊
丹
。

F
O
R
p
m
Z日
句

E
m
a
F。
5
ュι
日
旧
日
中

l
g
(
3
5
L
P有
印
『
呂
田

F
o
r
n
E
S
耳
目
白
百

4
〈

g
号
E
o
肘
自
r
E
=
)
』
下
回
日

元
具
、
巻
九
十
三
、
生
貨
志
第
四
十
一
一
、
食
貨
一
、
利
差

ウ
ラ
ヂ
ミ
ル
ツ
オ
ア
「
蒙
古
世
曾
制
度
虫
L

邦
謀
、
一
九
四
頁
。

(2) (1) (8) (7) 

家
古
民
族
の
和
骨
組
前
史
的
一
考
察
似

部
七
十
六
巻

四

第
五
銃

ノ、
七



向
車
古
民
族
の
一
肺
曾
経
済
史
的
一
幸
容
凶

拍
車
七
十
六
巻

凹

柑
月
五
盟

ノ、
i¥. 

(9) 

掠
奪
な

r
の
と
き
従
軍
し
て
掠
奪
品
の
分
配
を
受
け
る
様
な
場
合
。

五

一
冗
朝
の
成
立
期
陀
於
い
て
、
表
古
人
の
用
い
た
貸
幣
の
種
類
が
多
い
と
言
っ
て
も
、
モ
れ
は
、
主
と
し
て
支
配
的
地
位
に
あ
る
者
蓮

た
ど
に
嘗
て
は
ま
る
だ
け
で
、
す
べ
て
の
家
古
人
民
首
て
は
ま
ら
一
主
い
。
そ
う
す
る
と
、
モ
れ
は
、
彼
等
D
支
配
的
地
伎
に
あ
る
者
蓮

同
志
白
問
ゼ
月
い
ら
れ
た
白
だ
ろ
う
か
と
言
う
疑
問
が
起
る
か
も
知
れ
た
い
。

だ
が
、
そ
う
て
は
な
い
。
外
旅
貸
幣
を
得
た
蒙
古
人
同
志
が
、
そ
れ
を
用
い
あ
う
様
友
乙
と
は
、
常
時
て
は
殆
ん
ど
な
か
っ
た
も
む

と
思
わ
れ
る
。
モ
れ
は
、
他
民
肢
と
の
交
渉
に
用
い
ら
れ
た
。
だ
か
ら
、
外
旅
貸
幣
は
、
地
域
的
に
虞
大
な
流
遁
範
固
を
も
つ
も
の
も

あ
っ
た
。
叉
、
そ
れ
ば
か
り
で
も
た
か
っ
た
。
ル
プ
ル
タ
は
、
彼
等
の
交
渉
範
園
が
、
支
那
其
D
他
の
東
の
図
々
干
、
ベ
ル
シ
7

其
白

他
の
南
の
図
々
、
更
に
は
、
ロ
シ
ア
・
モ
グ
セ
ル
・
大

e
ブ
ル
ガ
リ
ア
・
パ
ス
カ
テ
ィ
ー
ル
と
言
わ
れ
る
大
山

y
ガ
リ
ア
・
ク
ル
キ
ス
な

ど
で
あ
っ
た
と
停
え
て
い
あ
o

使
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
む
貨
幣
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
地
域
内
で
流
通
範
囲
が
大
艇
決
っ
て
い
た
。
し
か

し
、
買
際
流
通
し
た
り
は
、
モ
れ
ら
白
地
域
を
往
復
し
た
り
す
る
商
人
と
、
外
来
貸
幣
を
も
っ
た
彼
等
の
支
配
的
地
位
に
あ
る
者
達
と

の
問
て
あ
る
。
例
え
ば
、
詞
倭
児
思
の
蒙
古
史
に
問
、
太
宗
が
商
人
士
励
ま
し
、
彼
等
の
も
と
え
来
さ
そ
う
と
し
て
、
商
人
の
持
っ
て

来
る
品
物
を
高
債
で
買
っ
た
己
と
を
停
え
て
局
炉
、
又
、
さ
さ
に
も
引
用
し
た
如
く
、

F
l
ソ
Y

は
、
商
渦
裏
、
か
も
如
何
な
る
商
人
に

針
し
亡
、
も
快
く
資
本
を
貸
奥
し
た
こ
と
を
記
し
て
い
る
な
ど
は
、
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

彼
等
の
支
図
的
地
位
に
あ
る
者
連
が
、
こ
れ

b
の
商
人
達
と
の
取
り
引
き
に
、
外
来
貨
幣
を
用
い
る
と
言
う
こ
と
は
、
こ
れ

b
の
商

人
達
か

b
諸
物
を
買
、
う
こ
と
で
あ
る
。
と
己
ろ
が
、
外
来
貨
幣
は
、
さ
を
に
漣
ベ
た
如
く
大
半
が
強
制
取
得
さ
れ
た
も
の
ゼ
あ
る
。
従



う
て
、
そ
れ
は
、
商
人
遠
か
ら
得
る
諸
物
を
、
た
だ
て
盛
山
た
こ
と
に
取
る
。
し
か
も
、
其
白
諸
物
は
、
庚
範
菌
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
ル
プ
ル
ク
も
倖
え
て
い
る
如
〈
、
ま
だ
、
彼
等
が
見
た
己
と
も
な
い
立
派
た
も
の
も
寄
せ
集
め
ら
れ
る
白
に
不
思
議
は
な
い
η

だ
か
b
、
彼
等
白
支
配
的
地
位
に
あ
る
者
濯
が
、
外
探
偵
幣
を
用
い
る
と
言
う
こ
と
は
、
諸
地
方
の
時
間
珍
物
や
賭
必
需
蜘
を
、
殆
ん
ど
、

た
だ
て
寄
せ
集
め
る
結
果
に
な
る
。

こ
の
外
来
貸
幣
を
用
h
た
支
配
的
地
位
陀
あ
る
蒙
古
人
達
に
針
し
、
一
般
の
蒙
古
人
達
は
、
主
と
し
て
地
提
貨
幣
だ
け
を
用
い
た
。

営
時
、
家
者
が
増
加
し
た
と
言
わ
れ
か
が
、
増
加
し
た
家
者

し
か
も
そ
れ
は
、

彼
等
由
同
身
に
依
っ
て
供
給
し
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
。

が
モ
の
ま
ま
彼
等
に
闘
す
る
も
の
ゼ
は
な
い
。
彼
等
心
貴
族
乃
歪
は
領
主
達
に
納
税
し
な
け
れ
ば
た
ら
な
か
っ
た
。
黒
縫
事
時
に
は
、

諜
髄
入
品
川
管
草
地
、
各
出
品
誕
百
輩
、
貴
闘
間
無
有
一
人
特
菟
者
と
あ
る
。
叉
、
ウ
ラ
デ
ミ
ル
町
ノ
斥

7
は、

ζ

の
領
主
に
納
利
し
な
け
れ
ば
な

ち
た
い
殺
が
、
重
税
で
あ
っ
た
己
と
を
偉
人

τ
い
る
。
絞
っ
て
、
営
時
、
家
苔
が
増
加
し
た
と
言
っ
て
も
、
一
般
の
蒙
古
人
達
に
は
町
て

れ
程
影
響
し
た
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
影
響
し
た
の
は
、
や
は
り
、
彼
等
の
費
接
乃
至
は
領
主
達
が
大
き
か
っ
た
。
殊
に
、
貧
民

建
は
、
さ
き
に
述
べ
た
如
〈
、
非
常
に
貧
し
か
っ
た
o

だ
か
ら
、
大
崎
一
般
の
蒙
古
人
達
は
、
支
配
的
地
位
に
あ
る
者
遺
白
様
陀
珍
物

を
買
う
徐
裕
は
な
か
っ
た
も
の
と
見
て
差
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
彼
等
が
、
や
っ
と
貿
え
た
白
は
、
敷
物
た
ど
の
必
需
物
て
あ
づ
た
。

一
般
の
蒙
古
人
濯
が
モ
れ
て
満
足
し
た
の
で
は
な
い
。
彼
等
も
、
貴
族
乃
至
は
領
主
遣
の
様
に
、
充
分
な
生
活
必
需
物
資
干
、

積
々

D
珍
物
を
欲
し
が
つ
む
。
し
か
し
、
彼
等
に
質
幣
が
乏
し
い
。
従
つ

τ、
買
う
己
と
は
出
来
左
い
o

だ
が
、
支
間
的
た
地
位
に
つ

a

一一事丸、

ヂ
J

，刀

け
ば
、
モ
白
欲
望
主
党
た
ナ
己
と
が
で
き
る
。
モ
己
ざ
、
互
い
に
支
配
的
な
地
位
に
フ
巴
う
と
す
る
。
だ
か
ら
モ
己
に
、
彼
等
の
、
互

い
に
支
配
的
た
地
位
に
つ
こ
う
と
す
る
闘
昏
と
な
っ
た
。

と
う
見
て
採
る
と
、
一
方
で
は
、
外
旅
貨
幣
の
精
加
に
し
た
が
っ
て
、
支
町
的
地
位
に
あ
る
貴
族
乃
至
は
領
主
蓮
の
用
い
る
貨
幣
の

蒙
官
民
族
の
世
官
経
済
史
的
一
考
察

ω

第
七
十
六
巻

阻

第
五
世

J、
ゴし



蒙
官
民
族
の
世
官
耀
神
間
奥
附
一
考
務
削

且
凡
的
嬰
佑
や
質
的
融
関
佑
に
と
も
な
い
、
貴
候
乃
至
は
領
主
連
の
用
抑
る
貸
幣
と
、

第
七
十
六
者

四
四

第
五
競

七
O 

一
般
の
蒙
古
人
還
の
用
い
る
賀
幣
と
の
聞
に
治
い
て
、

健
劣
白
差
、
友
ぴ
、
誼
用
範
闘

ω差
の
増
大
が
見
ら
れ
、
他
方
て
は
、
そ
れ
ら
の
消
費
過
程
に
於
h
て
、
支
図
的
地
位
に
あ
る
蒙
古
人

達
と
一
般
の
蒙
占
人
蓮
と
の
聞
に
、
貧
富
の
差
が
増
大
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
そ
乙
に
、
一
般
の
蒙
古
人
遣
の
不
満
が
う
か
が

わ
れ
る
。
つ
ま
り
己
れ
は
、
営
陣
の
蒙
吉
粧
品
聞
に
於
け
る
内
部
的
矛
屑
の
あ
ら
わ
れ
と
言
え
る
の
ぞ
は
な
か
ろ
う
か
。

尤
も
、
賞
特
の
問
題
だ
け
を
と
ら
え
て
、
一
冗
朝
の
成
立
期
に
於
け
る
蒙
古
枇
舎
の
内
部
的
矛
盾
が
、
完
全
に
考
察
同
来
る
も
の
で
は

友
い
。
官
時
の
蒙
古
耽
合
白
内
部
的
矛
盾
を
完
全
に
見
を
わ
め
る
た
め
に
は
、
筒
、
あ
ら
ゆ
る
部
門
の
考
出
血
老
左

L
、
更

K
検
討
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
毛
れ
は
、
今
後
の
研
呪
に
ま
つ
と
し
て
、
此

ω小
稿
を
結
び
た
い
。

引
し
か
し
、
貫
納
と
か
贈
興
た
ど
に
用
い
た
事
は
な
か
ワ
た
と
は
脅
え
九
日
い
だ
ろ
う
内
だ
が
、
哲
一
料
は
な
い
。

m
-
F
m
]
E
E
4
。m
d
〈

EEHW
。
阿
国
与
EnF
君

"
Z
F奇
E}UPHZ
。
t
r
4
4
Z
P
ロ
回
目
印

(Eb)
町

40

剛
山
由
吉
思
汗
賞
品
剛
、
那
開
通
世
聾
註
、
主
入
ニ
頁
。
川
間
ド
1
ツ
シ
「
裏
官
史
」
開
課
、
非
世
版
下
、
六
宍
頁
の
間
聞
と
同
じ
。

仙
判
長
審
員
人
西
溢
自
に
は
、
責
黍
来
斗
白
金
十
問
、
満
玉
商
可
易
軒
八
+
斤
、
軽
軒
問
陰
山
之
後
二
千
品
開
虫
、
西
域
買
胡
M
塁
間
賞
買
也
ー
と
あ
る
。

だ
か
b
、
必
需
物
色
得
た
事
が
推
測
さ
れ
る
。

M
W
ウ
ラ
ヂ
ミ
ル
ツ
オ
フ
「
襲
+
ロ
世
骨
制
度
史
」
邦
課
、
九
三
頁
1
九
四
貰

山
開
黒
縫
事
時
に
、
親
民
戸
畜
敬
之
多
寡
と
附
し
て
あ
る
。
従
り
て
、
多
い
伊
い
に
臆
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
概
撃
の
持
つ
罪
主
閣
の
一
定
長
を
納
肺
さ
せ
た

も
の

t
E
わ
れ
る
。
川
間
ウ
ラ
ヂ
ミ
ル
汐
オ
フ
「
蒙
古
社
合
制
度
且
」
邦
調
印
、
二
六
四
頁
。

同
例
え
ば
、
荷
有
酒
に
つ
い
で
見
れ
ば
、
捜
撃
が
非
常
に
依
し
い
か
っ
た
と
ー
と
が
わ
か
る
。
(
凶
ro
】

E
H
4
。
町
岩
己
目
UMMHa
同
ロ
ケ
戸
ω伊
丹
。
匹
。

F
E
n
E
宅
号
。
ご
r
d
M
A
V
E
L
N四
日
間
臼

(MrE)
町

民

n
N
C
4
mウ
ラ
ヂ
ミ
ル
ツ
オ
フ
「
費
古
世
骨
制
度
虫
」
邦
帯
、
一
大
t
J
R
。




